
 

 

 

2025 年７月発行  出雲崎町教育委員会 

地域クラブ運営審議会の報告 

「地域とともにはぐくむ新たな地域クラブ活動のかたち」 

当町では休日の部活動を地域に移行し

て３年目を迎えました。関係の皆様のご理

解とご支援をいただきながら、卓球、野球、

バレーボール、吹奏楽の各地域クラブの活

動は年々充実が図られています。 

５月 26日に開催された今年度第 1回の

「地域クラブ活動の運営審議会」では、各クラブの活動計画の確認と、国・県の動向に関す

る情報共有、活動上の課題についての意見交換がなされました。今後も、隣接市町村と連

携しながら、地域の力を生かしたより豊かな地域クラブの運営を目指してまいります。 

指導者が心掛けていること    

「人を育てる、心をはぐくむ」 

地域クラブの指導者は、「出雲崎町地域クラブ活動ガイドライン」に基

づき、技術面だけでなく、生徒一人ひとりの人間性を育む指導を心掛けています。多くの指

導者が生徒と顔見知りであることから、ある程度気心が知れた関係の中で活動に取り組ん

でいます。生徒の自主性を尊重するとともに、安全面に細心の注意を払い、無理のない練

習計画やていねいな声かけを大切にしています。 

 出雲崎町地域クラブ活動ガイドラインより抜粋 

３  地域クラブの指導者 

①  指導者は、参加者の心身の健康管理、事故防止（熱中症やアレルギー対応等も含

む）に注意するとともに、暴言・体罰及びハラスメントを絶対に行ってはいけない。 

② 指導者は、生徒とのコミュニケーションを図りつつ、適切な休養、過度の練習防止

や合理的かつ効率的・効果的な練習を積極的に導入する。 

  各クラブの登録人数、（ ）内は指導・事務スタッフ人数（5 月末段階） 

・卓球クラブ 15 名（3 名）     ・ベースボールクラブ 10 名（6 名）  

 ・バレーボールクラブ 13 名（6 名） ・音楽広場（吹奏楽クラブ）16 名（8 名） 



夏休みの活動における安全管理  

「安全・安心な活動のために、皆さまのご協力を」 

７月２３日に指導者研修会を開催し、「安全管理マニュアル」について

確認をしました。特に、夏休み期間の活動では、熱中症対策に重点を置いて取り組んでま

いります。なお、ご家庭においても、以下の点にご留意いただければと存じます。 

• 日ごろから、こまめな水分補給・屋外での帽子の着用を心がけましょう。 

• 活動場所への行き帰りの安全確認（交通・時間帯など）をお願いいたします。 

• 体調不良の際は、無理に活動に参加せず、休養を優先してください。 

• 活動後は、十分な睡眠と食事で体の回復に努めましょう。 

ご家庭での声かけや見守りが、生徒の安全を守る大きな力となります。 

万が一、活動において、トラブルや事故等が発生した場合の緊急連絡体制も確認しており

ます。緊急時の連絡等、対応にご協力をお願いします。 

ハラスメント等に関する相談窓口  

「不安や疑問、一人で抱え込まずにご相談ください」 

町教育委員会では、地域クラブ活動におけるハラスメント行為等に関する相談に対応す

るため、下記のように相談窓口を設置しています。いただいた相談内容については、守秘

義務を厳守し、秘密を保持します。安心してご相談ください。 

• 名称：地域クラブ活動相談窓口 

• 電話：0258-78-2250  

• 受付時間：平日 9:00〜17:00 

   「参加者、活動サポーターは随時募集しています」 

 ・各クラブの指導スタッフ（指導者、事務担当）の皆様、また、送迎などで多大な

るご支援をいただいている保護者の皆様に感謝申し上げます。 

・地域クラブ活動に関するご不明な点、参加希望などありましたら、町教育委員

会へお気軽にお問合せください。   

・皆様のご支援をよろしくお願いします。                 

 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン

（R4.12 月 スポーツ庁、文化庁）から抜粋 

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、Ⅰ２（１）に示した「適切な指導」に準

じ、参加者の心身の健康管理、事故防止を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶する。都

道府県及び市区町村は、適宜、指導助言を行う。 


